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ふるさと納税の対象となる地方団体の指定について（通知） 

 

 

 標記の件について、地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「法」とい

う。）第３７条の２第２項及び第３１４条の７第２項の規定により、貴団体をこれ

らの規定に規定する募集の適正な実施に係る基準並びに法第３７条の２第２項各号

及び第３１４条の７第２項各号に掲げる基準に適合する地方団体として指定します。 

 指定対象期間は、令和元年６月１日から令和２年９月３０日までとします。 

 

 

 

 


